
 土地改良法（昭和24年法律第19 5号）第84条において準用する同法第18条第17項の規定により、長 

柄池土地改良区連合から役員の退任及び就任について次のとおり届出があった。 

  令和５年４月25日 

                          香川県知事  池  田  豊  人 

１ 退任した役員 

  役員の 

  種 類 

理 事 石井 和義   綾歌郡綾川町山田下2279番地３        令和５年３月31日 

 〃   岡田 正照   綾歌郡綾川町萱原97 0番地１         〃 

  〃   辻  貞男   綾歌郡綾川町東分甲15 1番地２        〃 

  〃   水本 勝規   綾歌郡綾川町北1420番地３          〃 

  〃   田中 義久   坂出市高屋町35 0番地            〃 

  〃   井上 賀博   坂出市加茂町甲20 4番地１          〃 

  〃   山本 武志   坂出市林田町2236番地            〃 

  〃   中村 康男   坂出市西庄町86 4番地            〃 

  監 事 松本 文男   綾歌郡綾川町羽床上69 2番地１        〃 

  〃   前川 昌也   坂出市江尻町1103番地１           〃 

２ 就任した役員 

  役員の 

  種 類 

理 事 石井 和義   綾歌郡綾川町山田下2279番地３        令和５年４月１日 

 〃   岡田 正照   綾歌郡綾川町萱原97 0番地１         〃 

  〃   松本 文男   綾歌郡綾川町羽床上69 2番地１        〃 

  〃   水本 勝規   綾歌郡綾川町北1420番地３          〃 

  〃   井上 賀博   坂出市加茂町甲20 4番地１          〃 

  〃   田中 郁雄   坂出市神谷町37番地３            〃 

  〃   冨家 光彦   坂出市林田町3080番地１           〃 

  〃   本条 仁史   坂出市西庄町48 0番地１           〃 

  監 事 辻  貞男   綾歌郡綾川町東分甲15 1番地２        〃 

  〃   原  俊則   綾歌郡綾川町西分65 5番地          〃 

  〃   前川 昌也   坂出市江尻町1103番地１           〃 

氏   名 住           所 退任年月日 

氏   名 住           所 就任年月日 


